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第２０号議案 

芦屋市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

芦屋市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

平成３０年２月２０日提出 

                        芦屋市長 山 中  健    

提案理由 

介護保険法等の一部改正に伴い，保険料段階の判定に係る基準及び過料を科せられ

る者を変更するため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号

芦屋市介護保険条例の一部を改正する条例 

 芦屋市介護保険条例（平成１２年芦屋市条例第１１号）の一部を次のように改正す

る。 

 第４条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平成３２

年度」に改め，同項第６号ア中「という。）」の次に「（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４条の２第

１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，第３５条の２第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には，当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控

除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。）」を加え，同項第７号ア中

「１９０万円」を「２００万円」に改め，同項第８号ア中「１９０万円」を「２００

万円」に，「２９０万円」を「３００万円」に改め，同項第９号ア中「２９０万円」を

「３００万円」に改め，同条第２項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３

０年度から平成３２年度」に改める。 

第１５条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。 

 第１７条中「前４条」を「第１３条から前条まで」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１  この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２  この条例による改正後の芦屋市介護保険条例第４条の規定は，平成３０年度以後

の年度分の保険料について適用し，平成２９年度分までの保険料については，なお

従前の例による。 
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参 照 

芦屋市介護保険条例の一部改正要綱 

１ 改正の趣旨 

 介護保険法等の一部改正に伴い，保険料段階の判定に係る基準及び過料を科せら

れる者を変更するため，この条例を制定しようとするもの。 

２ 改正の内容 

(1) 保険料段階の判定に係る基準の変更（第４条関係） 

  ア 第１号被保険者の保険料段階の判定においては，所得指標として合計所得金

額から次に掲げる長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除して

得た額を用いることとする。 

   区分 特別控除額（最大） 租税特別措置法 

(ｱ)  収用交換等のために土地等を譲

渡した場合 
５，０００万円

第３３条の４第１項 

及び第２項 

(ｲ) 特定土地区画整理事業等のた

めに土地等を譲渡した場合 
２，０００万円 第３４条第１項 

(ｳ) 特定住宅地造成事業等のために

土地等を譲渡した場合 
１，５００万円 第３４条の２第１項 

(ｴ) 農地保有の合理化等のために農

地等を譲渡した場合 
８００万円 第３４条の３第１項 

(ｵ) 居住用財産を譲渡した場合 ３，０００万円 第３５条第１項 

(ｶ) 特定の土地（平成２１年及び平

成２２年に取得した土地等であっ

て所有期間が５年を超えるもの）

を譲渡した場合 

１，０００万円 第３５条の２第１項 

(ｷ) (ｱ)から(ｶ)までのうち２つ以上

の適用を受ける場合 
５，０００万円 第３６条 
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イ 平成３０年度から平成３２年度までの各年度における保険料に係る基準所得 

金額を次のとおり改正する。 

保険料段階

及び保険料率

（月額）

内 容 

改正案 現 行 

第１段階 

（2,470 円）

本人が生活保護受給者，老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課
税者のもの又は世帯全員が市民税非課税者で本人の前年中の合計所得
金額と課税年金収入の合計が８０万円以下のもの

第２段階 

（3,840 円）

世帯全員が市民税非課税者で本人の前年中の合計所得金額と課税年金
収入の合計が８０万円を超え，１２０万円以下のもの 

第３段階 

（4,110 円）

世帯全員が市民税非課税者で本人の前年中の合計所得金額と課税年金
収入の合計が１２０万円を超えるもの 

第４段階 

（4,940 円）

本人が市民税非課税者で前年中の合計所得金額と課税年金収入の合計
が８０万円以下で，世帯に市民税課税者がいるもの

第５段階 

（5,490 円）

本人が市民税非課税者で前年中の合計所得金額と課税年金収入の合計
が８０万円を超え，世帯に市民税課税者がいるもの

第６段階 

（6,030 円）
本人が市民税課税者で合計所得金額が１２０万円未満のもの

第７段階 

（6,860 円）

本人が市民税課税者で合計所得金
額が１２０万円以上２００万円未
満のもの 

本人が市民税課税者で合計所得金
額が１２０万円以上１９０万円未
満のもの 

第８段階 

（8,230 円）

本人が市民税課税者で合計所得金
額が２００万円以上３００万円未
満のもの 

本人が市民税課税者で合計所得金
額が１９０万円以上２９０万円未
満のもの 

第９段階 

（8,260 円）

本人が市民税課税者で合計所得金
額が３００万円以上４００万円未
満のもの 

本人が市民税課税者で合計所得金
額が２９０万円以上４００万円未
満のもの

第１０段階 

（9,600 円）

本人が市民税課税者で合計所得金額が４００万円以上 
６００万円未満のもの 

第１１段階 

（10,260円）

本人が市民税課税者で合計所得金額が６００万円以上 
８００万円未満のもの 

第１２段階 

（10,290円）

本人が市民税課税者で合計所得金額が８００万円以上 
１，０００万円未満のもの 

第１３段階 

（10,980円）

本人が市民税課税者で合計所得金額が１，０００万円以上 
１，５００万円未満のもの 
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第１４段階 

（11,250円）
本人が市民税課税者で合計所得金額が１，５００万円以上のもの 

(2) 過料を科せられる者の変更（第１５条関係） 

   市が必要があると認める際に行う被保険者等に関する調査において，正当な理

由なく，文書等の提出命令に応じない場合等に過料（１０万円以下）を科せられ

る者として，第２号被保険者の配偶者等を加えることとする。 

改正案 現 行 

ア 被保険者 

イ 被保険者の配偶者 

ウ 被保険者の属する世帯の世帯主その他

その世帯に属する者 

エ アからウまでに掲げる者であった者 

ア 被保険者 

イ 第１号被保険者の配偶者 

ウ 第１号被保険者の属する世帯の世帯

主その他その世帯に属する者 

エ アからウまでに掲げる者であった者 

(3) その他規定の整理 

３ 施行期日等 

(1) 平成３０年４月１日 

(2) 改正後の２(1)の規定は，平成３０年度以後の年度分の保険料について適用し,

平成２９年度分までの保険料については，なお従前の例による。 
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第２０号議案説明資料 

芦屋市介護保険条例新旧対照表 

（下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（保険料率） （保険料率） 

第4条 平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は，

次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に

定める額とする。 

第4条 平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は，

次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に

定める額とする。 

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）

第39条第1項第1号に掲げる者 32,880円 

(1) 介護保険法施行令（平成10年政令第412号。以下「令」という。）

第39条第1項第1号に掲げる者 32,880円 

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 46,080円 (2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 46,080円 

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 49,320円 (3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 49,320円 

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 59,280円 (4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 59,280円 

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 65,880円 (5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 65,880円 

(6) 次のいずれかに該当する者 72,360円 (6) 次のいずれかに該当する者 72,360円 

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項第13号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）（租税特

別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の4第1項若しくは第2

項，第34条第1項，第34条の2第1項，第34条の3第1項，第35条第

1項，第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には，

当該合計所得金額から令第38条第4項に規定する特別控除額を

控除して得た額とする。以下この項において同じ。）が120万円

未満である者であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないも

の 

ア 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条第1項第13号に規定

する合計所得金額（以下「合計所得金額」という。）が120万円

未満である者であり，かつ，前各号のいずれにも該当しないも

の 

イ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第2項に規定する要 イ 生活保護法（昭和25年法律第144号）第6条第2項に規定する要
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改正案 現 行 

保護者（以下「要保護者」という。）であって，その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたなら

ば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第1項第1号イ

（(1)に係る部分を除く。）又は次号イ，第8号イ，第9号イ，第

10号イ，第11号イ，第12号イ若しくは第13号イに該当する者を

除く。） 

保護者（以下「要保護者」という。）であって，その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分による額を適用されたなら

ば保護を必要としない状態となるもの（令第39条第1項第1号イ

（(1)に係る部分を除く。）又は次号イ，第8号イ，第9号イ，第

10号イ，第11号イ，第12号イ若しくは第13号イに該当する者を

除く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者 82,320円 (7) 次のいずれかに該当する者 82,320円 

ア 合計所得金額が120万円以上200万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が120万円以上190万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ，第9号イ，第10号イ，第11号イ，第12号イ若しくは

第13号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ，第9号イ，第10号イ，第11号イ，第12号イ若しくは

第13号イに該当する者を除く。） 

(8) 次のいずれかに該当する者 98,760円 (8) 次のいずれかに該当する者 98,760円 

ア 合計所得金額が200万円以上300万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が190万円以上290万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ，第10号イ，第11号イ，第12号イ若しくは第13号イ

に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ，第10号イ，第11号イ，第12号イ若しくは第13号イ

に該当する者を除く。） 

(9) 次のいずれかに該当する者 99,120円 (9) 次のいずれかに該当する者 99,120円 

ア 合計所得金額が300万円以上400万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が290万円以上400万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 
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改正案 現 行 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ，第11号イ，第12号イ若しくは第13号イに該当する

者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ，第11号イ，第12号イ若しくは第13号イに該当する

者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 115,200円 (10) 次のいずれかに該当する者 115,200円 

ア 合計所得金額が400万円以上600万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が400万円以上600万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ，第12号イ若しくは第13号イに該当する者を除く。）

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ，第12号イ若しくは第13号イに該当する者を除く。）

(11) 次のいずれかに該当する者 123,120円 (11) 次のいずれかに該当する者 123,120円 

ア 合計所得金額が600万円以上800万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が600万円以上800万円未満である者であり，か

つ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ若しくは第13号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イ若しくは第13号イに該当する者を除く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 123,480円 (12) 次のいずれかに該当する者 123,480円 

ア 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満である者であり，

かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が800万円以上1,000万円未満である者であり，

かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態
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改正案 現 行 

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。） 

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

又は次号イに該当する者を除く。） 

(13) 次のいずれかに該当する者 131,760円 (13) 次のいずれかに該当する者 131,760円 

ア 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満である者であ

り，かつ，前各号のいずれにも該当しないもの 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって，その者が課される保険料額についてこの

号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第39条第1項第1号イ（(1)に係る部分を除く。）

に該当する者を除く。） 

(14) 前各号のいずれにも該当しない者 135,000円 (14) 前各号のいずれにも該当しない者 135,000円 

2  前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成30年度から平成32年度までの各年度における保険料率は，

同号の規定にかかわらず，29,640円とする。 

2  前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成27年度から平成29年度までの各年度における保険料率は，

同号の規定にかかわらず，29,640円とする。 

第15条 被保険者，被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯

の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な

理由なしに，法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出

若しくは提示を命ぜられてこれに従わず，又は同項の規定による当

該職員の質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答弁をしたときは，

10万円以下の過料を科する。 

第17条 第13条から前条までの過料の額は，情状により，市長が定め

る。 

2 第13条から前条までの過料を徴収する場合において発する納額告

知者に指定すべき納期限は，その発付の日から起算して10日以上を

経過した日とする。 

第15条 被保険者，第1号被保険者の配偶者若しくは第1号被保険者の

属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった

者が正当な理由なしに，法第202条第1項の規定により文書その他の

物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず，又は同項の規

定による当該職員の質問に対して答弁せず，若しくは虚偽の答弁を

したときは，10万円以下の過料を科する。 

第17条 前4条の過料の額は，情状により，市長が定める。 

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべ

き納期限は，その発付の日から起算して10日以上を経過した日とす

る。 


